
表
１
に
該
当
す
る
か
た
は
、
申
請

す
る
と
福
祉
医
療
の
受
給
者
証
が
交

付
さ
れ
ま
す
。
診
療
を
受
け
る
際
、

こ
の
受
給
者
証
と
健
康
保
険
証
を
一

緒
に
医
療
機
関
に
提
出
す
る
と
、
保

険
診
療
の
自
己
負
担
分
が
無
料
に
な

り
ま
す
。
今
ま
で
申
請
を
し
て
い
な

か
っ
た
か
た
は
、
障
害
福
祉
課
へ
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

ま
た
、
所
得
制
限
を
超
え
て
い
る
た

め
該
当
し
な
か
っ
た
か
た
で
も
、
修
正

申
告
な
ど
に
よ
り
平
成
14
年
度(

13
年

中)

の
所
得
が
少
な
く
な
っ
た
り
扶
養
人

数
が
増
え
た
と
き
も
、
申
請
月
か
ら
交

付
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

福
祉
医
療
費
助
成
制
度
で
二
歳
以

上
の
乳
幼
児
が
通
院
す
る
場
合
の
所

得
制
限
は
次
の
と
お
り
で
す
。

平
成
14
年
度(

13
年
中
の
所
得)

の
総

所
得
額
か
ら
、
社
会
保
険
料
控
除
一

律
８
万
円
、
配
偶
者
特
別
控
除
額
等

を
控
除
し
た
額
を
表
２
と
比
べ
、
基

準
額
を
超
え
る
場
合
は
制
度
に
該
当

し
ま
せ
ん
。

総
所
得
額
は
、
市
・
県
民
税
を
納
付

す
る
通
知
書
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。
父

母
の
所
得
は
合
算
せ
ず
、
所
得
者
ひ
と

り
ず
つ
の
所
得
額
で
比
べ
ま
す
。

Ａ．
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
で
市
・
県
民
税
を

給
料
か
ら
控
除
さ
れ
て
い
る
か
た
▼
市

民
税
・
県
民
税
特
別
徴
収
税
額
通
知
書

の
「
総
所
得
金
額
㈰
」
欄
の
額

Ｂ．
Ａ
以
外
の
か
た
で
、
市
・
県
民
税

を
納
税
通
知
書
で
納
付
し
て
い
る
か
た

▼
市
民
税
・
県
民
税
納
税
通
知
書
の
３

枚
目
に
綴
ら
れ
て
い
る
明
細
書(

所
得
・

控
除)

の
「
総
所
得
㈰
＋
㈪
」
欄
の
額

70
歳
以
上
の
か
た
や
一
定
の
障
害

の
あ
る
65
歳
以
上
の
か
た
を
対
象
と

し
た
、
平
成
13
年
度
の
老
人
保
健
医

療
費
は
２
百
75
億
円
で
し
た
。

お
年
寄
り
が
お
医
者
さ
ん
に
か
か

る
医
療
費
は
、
平
成
12
年
度
か
ら
減

少
の
傾
向
に
あ
り
ま
す
が(

グ
ラ
フ

１)

、
こ
れ
は
、
介
護
保
険
制
度
の

利
用
や
、
平
成
13
年
１
月
か
ら
医
療

費
の
一
部
負
担
金
が
一
割
負
担
（
上

限
あ
り
）
に
引
き
上
げ
ら
れ
た
こ
と

な
ど
に
よ
る
も
の
で
す
。

老
人
保
健
医
療
費
は
、
各
種
健
康

保
険
か
ら
の
拠
出
金(

支
払
基
金)

や

国
、
県
、
市
の
負
担
金
な
ど
で
ま
か

な
わ
れ
て
い
ま
す(

グ
ラ
フ
２)

。

一
人
ひ
と
り
が
、
病
気
の
予
防
や

健
康
づ
く
り
に
取
り
組
み
、
医
療
費

を
有
効
に
使
う
た
め
、
次
の
項
目
に

つ
い
て
心
が
け
ま
し
ょ
う
。

●
病
気
の
早
期
発
見
と
早
期
治
療
を

心
が
け
ま
し
ょ
う

●
同
じ
病
気
で
い
く
つ
も
の
お
医
者
さ

ん
に
か
か
る
の
は
や
め
ま
し
ょ
う

●
お
医
者
さ
ん
を
信
頼
し
、
指
示
を

よ
く
守
り
ま
し
ょ
う

●
薬
は
、
お
医
者
さ
ん
の
指
示
ど
お

り
正
し
く
服
用
し
ま
し
ょ
う

●福祉医療費助成制度は、毎年８月１日から翌年７月31日ま
でを１年度としています。平成14年度(平成14年８月１日～
平成15年７月31日)の受給者証の交付にあたっては、平成14
年度(平成13年中)の所得の確認が必要となります。

●表１でいう「社会保険本人」とは「市町村国民健康保険と国
民健康保険組合以外の健康保険に加入している被保険者」
をさします。

お
子
さ
ん
の
受
診
、

気
に
な
る
所
得
制
限
は
？

表１

医
療
費
を
有
効
に

使
い
ま
し
ょ
う

秋
田
市
の
65
歳
以
上
の
人
口
は
６
万
２

百
６
人(

平
成
14
年
10
月
現
在)

で
、
全
体

の
18
・
９

を
占
め
、
そ
の
比
率
は
年
々

高
ま
っ
て
い
ま
す
。

お
も
に
70
歳
以
上
の
か
た
が
受
給
し
て

い
る
老
人
保
健
制
度
で
、
秋
田
市
で
は
ど

の
く
ら
い
の
医
療
費
が
使
わ
れ
て
い
る
か

を
み
て
み
ま
し
た
。

障
害
福
祉
課
老
人
福
祉
医
療
担
当

電
話(

８
６
６)

２
０
９
３

フ
ァ
ク
ス(

８
６
３)

６
３
６
２

問
い
合
わ
せ

申
請
が
ま
だ
の
か
た
は

お
早
め
に

障害福祉課老人・福祉医療担当
q(866)2093 ＦＡＸ(863)6362

問い合わせ

＊扶養親族が１人増すご
とに、所得基準額に38
万円が加算されます

表２

夜間休日応急診療所
診療科目が変わります

市立夜間休日応急診療所(千秋久保田町の成人病医療センター１
階)の診療科目が、４月１日(火)から変わります。夜間の内科、
休日の外科の診療は３月末で終了します。夜間休日応急診
療所の診療時間・科目以外の受診は、市立病院、組合病院、
赤十字病院、中通病院へどうぞ。保健予防課q(883)1172

診療時間　午後７時30分～10時30分(毎日)
診療科目　小児科・耳鼻咽喉科

診療時間　午前９時30分～午後３時30分(日・祝日、12/31～１/3)
診療科目　小児科・内科

夜
間

休
日

●４月１日(火)以降の診療時間と科目

q(832)3333
q(835)2222

グラフ１

グラフ２ 老人保健医療費の負担割合
平成13年度

※各種健康保険の加入者が納めてい
る保険料から出されているお金

老人保健医療費には、自己負担金や
入院時の食事代は含まれていません
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▲
▲
▲
▲

パ

ー

セ
ン
ト

福祉医療費助成
制度の申請を

乳幼児、心身障害(児)者、母子父子家庭のかた上
手
な
受
診
で
医
療
費
を
有
効
に

秋
田
市
の
老
人
医
療
費
は
275
億
円

グラフ３ 老人保健医療費の使われ方
平成13年度

秋田市の老人保健医療の
受給者数と総医療費

昨
年
10
月
に
、
老
人
保
健
制
度
の
対
象
年
齢
が

75
歳
以
上(

一
定
の
障
害
が
あ
る
場
合
は
、
今
ま
で

ど
お
り
65
歳
以
上)

に
引
き
上
げ
ら
れ
ま
し
た
。

引
き
続
き
老
人
保
健
制
度
で
お
医
者
さ
ん

に
か
か
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。「
老
人
保
健
法

医
療
受
給
者
証
」
と
現
在
加
入
し
て
い
る
健

康
保
険
証
を
お
使
い
く
だ
さ
い
。

74
歳
ま
で
は
加
入
し
て
い
る
医
療
保
険
で
、

「
前
期
高
齢
者
」
と
し
て
、
老
人
保
健
制
度
と
同

様
に
お
医
者
さ
ん
に
か
か
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

国
民
健
康
保
険
加
入
者
で
「
前
期
高
齢
者
」

の
対
象
と
な
る
か
た
に
は
、
国
民
健
康
保
険
証

と
は
別
に
「
国
民
健
康
保
険
高
齢
受
給
者
証
」

を
交
付
し
て
い
ま
す
。
お
医
者
さ
ん
に
か
か
る

際
は
、
あ
わ
せ
て
お
使
い
く
だ
さ
い
。
国
民
健

康
保
険
に
つ
い
て
は
国
保
年
金
課
賦
課
担
当

へ
。
q(

８
６
６)

２
０
９
９

対
象
が
75
歳
以
上
に

平
成
14
年
９
月
30
日
現
在
、
70
歳
以
上
だ
っ
た
か
た

平
成
14
年
10
月
１
日
以
降
、70
歳
に
な
ら
れ
た
か
た
、

ま
た
は
こ
れ
か
ら
70
歳
に
な
ら
れ
る
か
た

老人
保健制度


